
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  非居住者から相続した国外不動産の未償却残高        

Ｑ：私は米国籍を持つ居住者です。非居住

者であった父から国外の賃貸不動産を相続し

ましたが、この賃貸不動産の減価償却費は、

父の所得の計算上、必要経費に算入されてい

ませんので、減価償却費の累計額をゼロとし

て計算していいでしょうか？                                

  

Ａ：認められないものと思われます。 

【解説】 

先ごろ、東京国税局から同様の内容につい

ての認められないとする見解が公表されまし

た。理由は次のとおりです。 

所得税法では、相続により減価償却資産を

取得した場合には、その資産の取得価額を引

き継ぎ、減価償却費はその相続人が引き続き

所有していたものとして計算することとして

います。 

そして、減価償却資産の未償却残高は、減

価償却費が強制償却となっていることから、

各年分の不動産所得等の金額の計算上減価償

却費が実際に必要経費に算入されていたか否

かに関わらず、その減価償却費の累積額を取

得価額から控除した金額となります。 

したがって、非居住者であった被相続人か

ら相続により取得した国外に所在する減価償

却資産について、被相続人が各種所得の金額

の計算上その減価償却資産に係る減価償却費

を必要経費に算入していなかったとしても、

その未償却残高は、被相続人がその減価償却

資産を所有していた期間における減価償却費

の累積額に相当する金額を取得価額から控除

した金額とするのが相当です。 
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